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再評価個表 

事 業 名 
道路改築事業 

（社会資本整備総合交付金事業）
事業主体 愛媛県 

施設･工区名等 (一)新居浜
に い は ま

東港
ひがしこう

線 事業箇所 
自：新居浜市郷

ごう

 

至：新居浜市観音
かんのん

原
ばら

 

事業主旨 

 

 現道の災害危険箇所や大型貨物車の通行困難箇所をバイパス整備によ

り解消し、災害時の安全・安心な道路としての機能確保、臨海工業地帯

と新居浜ＩＣのアクセス向上による物流の効率化、歩行者や自転車及び

通行車両の安全性の向上を図る。 

 

再評価の 

実施理由 
「事業採択後１０年が経過して継続中」の交付金事業 

１．地域の概要 

 

一般県道新居浜東港線は、臨海工業地帯と松山自動車道の新居浜ＩＣを結ぶ幹線道路で

ある。また、新居浜市東部地域において、唯一の南北方向の生活道路として利用されてお

り、災害時には市指定緊急輸送路としても活用されている。 

しかし、ＪＲ予讃線との交差部（アンダーパス）は、道路冠水による通行止めや大型貨

物車の通行困難箇所となっており、日常生活や経済活動に支障をきたしている。 

 

２．事業概要及び事業経緯 

事業採択 平成14年 完成予定 平成26年 

用地着手 平成15年 工事着手 平成18年 

全体事業費 3,043 百万円(うち用地費：590百万円) 

(1)事業概要 計画延長1.0ｋｍ、車道幅員 6.0ｍ（総幅員 16.0ｍ） 

(2)事業経緯 

 

昭和６０年８月２０日  都市計画決定 
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３．事業の必要性及び整備効果等 

(１)事業の必要性  

台風や豪雨などの異常気象時にＪＲアンダーパス部の道路冠水や斜面崩壊等による

通行止めが発生しており、災害時に安全・安心な道路としての機能が十分ではないため、

バイパス整備による災害危険箇所の回避が必要となっている。 

車両高さ制限（4.0m）や急勾配(11.0%)の交差点による大型貨物車の通行困難箇所が

あり、別路線へ大きく迂回することを余儀なくされているため、バイパス整備による通

行困難箇所の回避が必要となっている。 

地域唯一の南北方向の生活道路であるが、歩道整備がされておらず、急勾配がある交

差点や急カーブ区間など危険な箇所があり、歩行者や自転車、通行車両の安全性の向上

が必要となっている。 

(２)事業の整備効果  

【異常気象時の通行確保】 

・ＪＲを跨ぐバイパス道路となることから、台風や豪雨などの異常気象時の道路冠水

や斜面崩壊等による通行止めに左右されることなく、何時でも安全・安心に通行で

きる道路となる。また、災害時の避難や救急救命、支援物資搬送および復旧活動等

を迅速かつ円滑に進めることができる。 

【物流の効率化】 

 ・臨海工業地域と新居浜ＩＣを最短で結ぶことで、製造物納品の定時性確保や物流コ

ストの低減が図られ、工業を中心とした地域経済の活性化が期待できる。 

  ・大型貨物車が通行可能となり、新居浜IC～新居浜東港間の所要時間が約 9分（整備

前の 4割）短縮され、迂回路として利用していた主要地方道新居浜角野線の渋滞も

緩和されることが期待できる。 

【歩行者・自転車、通行車両の安全確保】 

 ・自転車歩行者道の設置により、車道と分離されることで、歩行者や自転車が通行す

る際の安全性が大幅に向上する。 

・運転手や歩行者の視認性が向上することにより、交通事故の減少が期待できる。 

  

(３)事業を巡る社会経済情勢等の変化  

 【地域（地元）の協力体制】 

・新居浜市主要幹線道路整備促進期成同盟会から事業主体である県に対し、積極的な

事業促進要望がなされている。 

【地域開発の状況】 

 ・沿線には大規模公共施設等があるほか、工場新設が予定されていることから、今後

更なる利用が期待される。 

 ［主な公共施設］ 

  グリーンフィールド新居浜（平成29年愛媛国体サッカー会場）  

  新居浜市清掃センター（ごみ焼却施設、粗大ゴミ処理施設、リサイクル推進施設）

［工場新設］ 

  メディカル新工場（リブドゥコーポレーション）［平成25年 4月操業予定］ 

    高度な医療用キット生産予定（手術着、マスク等使い捨て紙加工品） 
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４．事業の進捗状況及び進捗の見込み 

(うち用地費) 

Ｈ23末投資事業費 

( 590 百万円)

2,495 百万円 

[進捗率：100.0％](事業費換算) 

[進捗率： 82.0％](事業費換算) 

(１)事業の進捗状況  

用地買収にあたり、土地の境界問題、金銭補償に対する不満や代替地要求など、利害

関係者との交渉や調整に日数を要し、事業が長期化したが、今年度中に解決する見通し

となったことから、残事業の進捗を図る。 

(２)これまでの整備効果  

・平成 23年 8月時点では、供用している区間はない。 

(３)今後の事業進捗の見込み  

・用地買収完了にも目処が立ち、地元の協力体制も整っていることから、今後は順調な

事業進捗が見込まれ、平成２６年度の工区供用の予定である。 

５．事業の投資効果（費用対効果分析） 

（１）事業全体 費用便益比 

Ｃ：総費用＝３，１７５百万円 

   ・事業費   ３，１６４百万円     

・維持管理費    １１百万円 

 

Ｂ：総便益＝３，９０１百万円 

    ・走行時間短縮便益  ２，８６１百万円 

・走行経費減少便益      ８００百万円 

・交通事故減少便益      ２４０百万円 

 

 Ｂ／Ｃ＝３，９０１／３，１７５＝１．２３ 

 

（２）残事業 費用便益比 

Ｃ：総費用＝５０４百万円 

   ・事業費   ４９３百万円 

・維持管理費  １１百万円 

 

Ｂ：総便益＝３，９０１百万円 

    ・走行時間短縮便益  ２，８６１百万円 

・走行経費減少便益      ８００百万円 

・交通事故減少便益      ２４０百万円 

 

 Ｂ／Ｃ＝３，９０１／５０４＝７．７４ 
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６．コスト縮減や代替案立案等の可能性 

・新技術を用いた擁壁形式を採用することにより、コスト縮減を図った。 

 ・本計画は、当該地域の地形条件、周辺土地利用との整合性を勘案し選定された合理的

な計画である。また、事業の進捗率は82.0％で、特に用地買収が今年度完了の見込み

であることから、代替案立案の可能性はない。 

７．そ の 他 

①えひめ道ビジョン（Ｈ15.12.1 策定）での位置づけ 

・えひめ道ビジョンの市町村合併支援道路（合併関係市町村内の公共施設等について、

合併市町村の住民による共同利用を促進させるのに必要なアクセス道路）に位置付け

られている。 

②新居浜市都市計画マスタープラン（Ｈ19.2 策定）での位置づけ 

 ・交通関連施設等の整備方針のなかで南北方向の交通軸の強化及び高速交通網へのア

クセス向上のために整備する路線と位置づけられている。 

 

 

８．対応方針（素案） 

本事業を『継続』としたい。 

 

１．  十分な精度で計測が可能かつ金銭的表現が可能とされている３つの便益のみを

用いてＢ／Ｃを算出した結果、事業全体のＢ／Ｃ、残事業のＢ／Ｃともに１以上で

ある。 

 

２． 国土交通省の「費用便益分析マニュアル（平成 20 年 11 月）」における３便益以

外に、以下のとおり多岐多様にわたる整備効果が発揮できる事業である。 

   ・異常気象時の通行確保 

・物流の効率化 

   ・歩行者・自転車、通行車両の安全確保 

 

以上を総合的に判断し、継続としたい。 

 


